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せ

免
除
申
請
が
で
き
る
対
象
期
間
が

拡
大
さ
れ
ま
す

国
民
年
金
は
、
所
得
が
少
な
い

と
き
や
失
業
等
に
よ
り
保
険
料
を

納
付
す
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難

な
場
合
、
保
険
料
の
免
除
を
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

平
成
26
年
４
月
か
ら
は
、
こ
れ

ま
で
の
過
去
分
の
１
年
以
内
か

ら
、
申
請
時
点
の
２
年
１
カ
月
前

の
月
分
ま
で
申
請
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

災
害
・
失
業
な
ど
を
理
由
と
し

た
免
除（
特
例
免
除
）に
つ
い
て
の

対
象
期
間
も
拡
大
さ
れ
ま
す
。

※
申
請
が
遅
れ
る
と
万
一
の
際
に

障
害
年
金
な
ど
を
受
け
取
れ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
速

や
か
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
期
間
に
対
応
す
る
前
年
所

得
に
基
づ
き
審
査
を
行
い
ま
す

の
で
、
免
除
が
承
認
と
な
ら
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

免
除
制
度
や
手
続
き
の
方
法
な

ど
、
詳
し
く
は
下
記
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

平
成
26
年
４
月
か
ら
年
金
制

度
の
一
部
が
改
正
さ
れ
ま
す

国
民
年
金
の
届
け
出
・
手
続

き
を
忘
れ
ず
に

｢

未
加
入
期
間
国
民
年
金
適

用
勧
奨｣

の
ご
案
内
が
届
い

て
い
ま
せ
ん
か

国
民
年
金
保
険
料
の
通
常
納
付
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

こ
れ
ま
で
、
障
害
基
礎
年
金
な

ど
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
保

険
料
の
納
付
が
免
除（
法
定
免
除
）

と
な
る
た
め
、
老
齢
基
礎
年
金
額

の
増
額
を
希
望
す
る
と
き
は
保
険

料
の
後
払
い（
追
納
制
度
）を
ご
利

用
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
が
、
平

成
26
年
４
月
か
ら
、
法
定
免
除
の

期
間
で
あ
っ
て
も
保
険
料
を
通
常

納
付
で
き
る｢

納
付
申
出
制
度｣

が

は
じ
ま
り
ま
し
た
。

納
付
申
出
に
よ
り
、
保
険
料
の

口
座
振
替
や
前
納
に
よ
る
保
険
料

の
割
り
引
き
な
ど
を
併
せ
て
ご
利

用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
下
記
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
そ
の
他
の
改
正

内
容
に
つ
い
て
は
広
報
５
月
号
で

も
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

国
民
年
金
は
、
日
本
国
内
に
住

所
が
あ
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の

方
全
て
が
加
入
す
る
制
度
で
す
。

届
け
出
を
忘
れ
る
と
、
年
金
額

が
減
額
さ
れ
た
り
、
受
け
ら
れ
な

く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
届
け
出

が
必
要
で
す
。

20
歳
に
な
っ
た
と
き

厚
生
年
金
や
共
済
組
合
に
加
入

し
て
い
な
い
方
が
20
歳
に
な
っ

た
と
き
は
、
国
民
年
金
の
第
一
号

被
保
険
者
に
な
り
ま
す
の
で
、
市

役
所
に｢

国
民
年
金
被
保
険
者
資

格
取
得
届｣

を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

※
誕
生
月
前
月
の
下
旬
に
、
年
金

機
構
か
ら
加
入
案
内
が
郵
送
さ

れ
ま
す
。
届
け
出
の
用
紙
も
同

封
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
案
内
が
届
か
な
い
場
合
は
、
年

金
事
務
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

会
社
を
退
職
し
た
と
き

会
社
な
ど
に
勤
め
て
い
て
、
厚

生
年
金
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て

い
る
方
は
、
国
民
年
金
の
第
二
号

被
保
険
者
に
な
っ
て
い
ま
す
。

第
二
号
被
保
険
者
の
方
が
60
歳

に
な
る
前
に
、
会
社
な
ど
を
退
職

し
た
と
き
は
、
国
民
年
金
の
第
一

号
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
の
で
、

届
け
出
が
必
要
で
す
。

第
二
号
被
保
険
者
の
被
扶
養
配

偶
者
の
方（
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
方
に
限
り
ま
す
）は
、
国
民
年

金
の
第
三
号
被
保
険
者
に
な
っ
て

い
ま
す
。
配
偶
者
の
方
が
退
職
し

て
、
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
の
加

入
者
で
な
く
な
る
と
、
そ
れ
ま
で

国
民
年
金
の
第
三
号
被
保
険
者
だ

っ
た
方
は
、
第
一
号
被
保
険
者
に

な
り
ま
す
の
で
、
届
け
出
を
忘
れ

な
い
で
く
だ
さ
い
。

被
扶
養
配
偶
者
の
方
の
収
入
が
増

え
た
と
き

第
三
号
被
保
険
者
の
方
の
パ
ー

ト
収
入
な
ど
が
増
え
た
た
め
に
扶

養
か
ら
外
れ
る
と
き
は
、
第
一
号

被
保
険
者
に
な
り
ま
す
の
で
、
届

け
出
が
必
要
で
す
。

※
第
三
号
被
保
険
者
の
方
が
離
婚

し
た
と
き
に
も
、
第
一
号
被
保

険
者
に
な
る
た
め
の
手
続
き
が

必
要
で
す
。

※
老
齢
年
金
や
退
職
年
金
の
受
給

権
が
あ
る
夫（
妻
）が
65
歳
に
な

っ
て
第
二
号
被
保
険
者
で
な
く

な
っ
た
と
き
も
、
第
三
号
被
保

険
者
で
あ
る
妻（
夫
）は
第
一
号

被
保
険
者
へ
と
切
り
替
え
る
手

続
き
が
必
要
で
す
。

厚
生
年
金
や
共
済
組
合
を
退
職

し
た
方
で
、
退
職
後
数
カ
月
経
っ

て
も
国
民
年
金
に
入
る
べ
き
お
手

続
き
が
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
方

に
対
し
て
、
年
金
機
構
よ
り
届
け

出
の
ご
案
内（
薄
水
色
の
複
写
式

の
届
出
用
紙
）が
届
き
ま
す
。

国
民
年
金
の
第
一
号
被
保
険
者
に

な
る
場
合

届
い
た
用
紙
に
住
所
氏
名
等
を

記
入
し
て
、
国
保
年
金
課（
市
役

所
１
階
）ま
た
は
各
支
所
地
域
振

興
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

退
職
後
、
第
三
号
被
保
険
者
に

な
っ
た
方
は
、
配
偶
者
の
勤
務
先

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

国
保
年
金
課
国
保
年
金
係

☎（
55
）５
１
０
６

東
北
福
島
年
金
事
務
所

☎
０
２
４（
５
３
５
）０
１
４
１


